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1
入札公告（説明書）
4-3．技術提案書の作成

「4-3．技術提案書の作成」の表にある、「（様式－提案2）技術提案書（2/2）」の「作成に
かかる留意事項」の２つ目に、「◇評価項目に示す提案数までとする。」との記述があり
ますが、具体的に２提案までなのか、記述がありません。何提案までが加点評価対象な
のか、ご教示ください。

「技術提案書作成説明書」の「様式-提案2」に記載のとおり、評価項目ごとに2提案までとなります。
2提案までが加点評価対象です。


